
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 梁によって床パネル 支持する床部の支持構造において、前記梁は梁本体と、この梁本
体の側面に固定された受材とを備え、前記床パネルは前記受材によって支持されており、
前記床パネルの上面が梁本体の上面と面一になって
　

ことを特徴とする床
部の支持構造。
【請求項２】
 請求項 記載の床部の支持構造において、前記壁体には、補強梁が前記梁本体と直交す
るようにして設けられており、前記梁本体の端部には切欠部が形成されており、前記補強
梁の端部には前記切欠部に係合する係合部が形成されており、前記補強梁はその係合部を
前記切欠部に係合することによって、前記梁本体の端部を押さえるとともに、補強梁の上
面が梁本体の上面と面一になっていることを特徴とする床部の支持構造。
【請求項３】
 請求項１ に記載の床部の支持構造において、前記受材が前記梁本体の少なくと
もいずれか一方の側面に固定されていることを特徴とする床部の支持構造。
【請求項４】
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を

おり、
前記梁本体の端部側には壁体が配置されており、前記壁体の上端部には壁体の上端面と

表面とに開口する凹部が形成されており、この凹部に前記梁本体がその上面を前記床パネ
ルの上面と面一になるようにして嵌め込まれ、さらに、前記壁体の上端面からの凹部の深
さと、梁本体の下面から受材の上面までの長さとが等しくなっている

１

または２



 梁によって床パネルを支持する床部の施工方法において、まず、梁本体とこの梁本体の
側面に固定される受材とを備えた梁を用意しておき、壁体に梁本体の端部を固定した後、
該梁本体の側面に受材を固定し、次に、前記受材に床パネルをその上面が梁本体の上面と
面一になるようにして支持させることを特徴とする床部の施工方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、床部の支持構造および床部の施工方法に関する。
【０００２】
【背景の技術】
近年、住宅の構築については、その工業化が進み、例えば、プレハブ住宅等においては、
柱、梁等をあまり使用せずに、予め工場で形成された床パネル、壁パネル、天井パネル等
の矩形板状のパネルを配列していくことにより、床、壁、天井等を形成していく施工方法
（以下、パネル工法）が知られている。
【０００３】
このような住宅において、パーティ等に使用することができる広い部屋を構築する場合、
上階の床部の支持構造として、部屋の中央部を形成する壁パネルの上端部間に梁が設けら
れ、上階の床部を支持することがある。そして、上階の床部の支持構造を示す一例として
、例えば、特開平７－１０９７８６号公報の技術が知られている。この技術は、立設され
た壁パネルと梁上とに、床パネルが敷き込まれるとともに、その梁の下方に天井部材が取
付けられ、上階の床部および天井面を構築しているものである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、パーティ等に使用することができる広い部屋を構築する場合、上階の荷重を支
持するため、部屋の中央部に設けられる梁の梁成を大きく設定する必要がある。
しかしながら、前記公報の技術では、壁パネルの上端面と、壁パネルの上端部間に設けら
れた梁の上面とに床パネルを敷き込み、その梁の下方に天井部材を取付けているので、該
梁成が大きくなると、梁の下方に取付けられた天井部材がより下方に配置され、広い部屋
であっても、天井高が低い部屋が形成され、室内空間を狭く感じさせることがあった。
【０００５】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、天井高が高い部屋を形成することができ
る床部の支持構造、および床部の施工方法を提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　以上の課題を解決するため、請求項１記載の発明は、例えば、図１～図５に示すように
、梁１によって床パネル４ 支持する床部４５の支持構造において、前記梁１は梁本体１
ａと、この梁本体１ａの側面１５、２０に固定された受材１ｂ、１ｂとを備え、前記床パ
ネル４は前記受材１ｂによって支持されており、前記床パネル４の上面４ｅが梁本体１ａ
の上面１ｇと面一になって
　

ことを特徴とする。
【０００７】
請求項１記載の発明によれば、床パネル４は受材１ｂによって支持されているので、梁本
体１ａの上面１ｇで床パネル４を支持している場合と比して、梁本体１ａの下端部の位置
が上方に配置され、梁本体１ａの下方に取付けられる天井部材をさらに上方に配置するこ
とができる。したがって、天井高が高い部屋５０を構築することができ、室内空間を広く
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を

おり、
前記梁本体１ａの端部１ｆ、１ｆ側には壁体（外壁体、内壁体）２ａ、２ｂが配置され

ており、前記壁体２ａ、２ｂの上端部には壁体２ａ、２ｂの上端面と表面とに開口する凹
部７、７が形成されており、この凹部７、７に前記梁本体１ａがその上面１ｇを前記床パ
ネル４の上面４ｅと面一になるようにして嵌め込まれ、さらに、前記壁体２ａ、２ｂの上
端面からの凹部７、７の深さ６ｂと、梁本体１ａの下面から受材１ｂの上面１０ｂまでの
長さ１ｅとが等しくなっている



感じさせることができる。また、床パネル４の上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面一に
なっているので、受材１ｂに支持された床パネル４の上面４ｅと梁本体１ａの上面１ｇと
が平坦になり、凹凸がない床部４５を構築することができる。したがって、床部４５の上
面に絨毯やフローリング等の床仕上げ材を凹凸が形成されることなく、平坦に敷き詰める
ことができる。
【０００９】
　また、凹部７、７に梁本体１ａがその上面１ｇを床パネル４の上面４ｅと面一になるよ
うにして嵌め込まれているので、壁体２ａ、２ｂの上端部間に床パネル４の上面４ｅと面
一なる梁１を設けることができる。また、壁体２ａ、２ｂの上端面から凹部７、７の深さ
６ｂと、梁本体１ａの下面から受材１ｂの上面１０ｂまでの長さ１ｅとが等しくなってい
るので、受材１ｂの上面１０ｂと、壁体２ａ、２ｂの上端面とが面一に配置され、床パネ
ル４を受材１ｂの上面１０ｂと、壁体２ａ、２ｂの上端面とに水平に固定することができ
る。
【００１０】
　請求項 記載の発明は、例えば、図１および図２に示すように、請求項 記載の床部４
５の支持構造において、前記壁体２ａ、２ｂには、補強梁８が前記梁本体１ａと直交する
ようにして設けられており、前記梁本体１ａの端部１ｆ、１ｆには切欠部１ｃ、１ｃが形
成されており、前記補強梁８の端部８ｇには前記切欠部１ｃに係合する係合部８ａが形成
されており、前記補強梁８はその係合部８ａを前記切欠部１ｃに係合することによって、
前記梁本体１ａの端部１ｆを押さえるとともに、補強梁８の上面８ｈが梁本体１ａの上面
１ｇと面一になっていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項 記載の発明によれば、補強梁８はその係合部８ａを切欠部１ｃに係合すること
によって、梁本体１ａの端部１ｆを押さえるので、壁体２ａに梁本体１ａの端部１ｆを強
固に固定することができる。また、補強梁８の上面８ｈが梁本体１ａの上面１ｇと面一に
なっているので、補強梁８の上面８ｈが床パネル４の上面４ｅと平坦なり、床部４５に凹
凸が生じることがない。
【００１２】
　請求項 記載の発明は、例えば、図２～図６に示すように、請求項１ に記載の
床部４５の支持構造において、前記受材１ｂが前記梁本体１ａの少なくともいずれか一方
の側面１５、２０に固定されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項 記載の発明によれば、受材１ｂが梁本体１ａの両方の側面１５、２０に固定さ
れている場合には、梁本体１ａの両方の側面１５、２０に床パネル４を固定することがで
き、上階の床部４５を支持する壁パネル３や柱等を部屋５０内に設ける必要がない。した
がって、間仕切りが形成されない部屋５０を構築することができる。また、受材１ｂが梁
本体１ａの一方の側面１５に固定されている場合には、受材１ｂが固定されている側面２
０にのみ床パネル４を固定することよって、部屋５０に吹き抜け５を設けることができる
。
【００１４】
　請求項 記載の発明は、例えば、図１～図５に示すように、梁１によって床パネル４を
支持する床部４５の施工方法において、まず、梁本体１ａとこの梁本体１ａの側面１５、
２０に固定される受材１ｂ、１ｂとを備えた梁１を用意しておき、壁体２ａ、２ｂに梁本
体１ａの端部１ｆ、１ｆを固定した後、該梁本体１ａの側面１５、２０に受材１ｂ、１ｂ
を固定し、次に、前記受材１ｂに床パネル４をその上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面
一になるようにして支持させることを特徴とする。
【００１５】
　請求項 記載の発明によれば、壁体２ａ、２ｂに梁本体１ａの端部１ｆ、１ｆを固定し
た後、該梁本体１ａの側面１５、２０に受材１ｂ、１ｂを固定することによって、該梁本
体１ａの側面１５、２０に沿って、受材１ｂの上面１０ｂに床パネル４を支持させること
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３ または２

３

４

４



ができる。よって、梁本体１ａの下端部の位置が上方に配置され、梁本体１ａの下方に取
付けられる天井部材を上方に配置することができる。
【００１６】
したがって、天井高が高い部屋５０を構築することができ、室内空間を広く感じさせるこ
とができる。そして、受材１ｂに床パネル４をその上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面
一になるようにして支持させることによって、受材１ｂに支持される床パネル４の上面４
ｅと梁本体１ａの上面１ｇとが平坦になり、凹凸がない床部４５を構築することができる
。よって、床部４５を平坦に敷き詰めることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図１～図６を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
図１～図６に示すように、梁１によって床パネル４の支持する床部４５の支持構造は、吹
き抜け５を有する部屋５０の上階の床部４５を構築するものであって、壁体２ａ、２ｂ、
２ｃと、梁１と、補強梁８と、床パネル４とを備えている。
【００１８】
吹き抜けを有する部屋５０は、対向する一対の壁体２ａ、２ｂと、この壁体２ａ、２ｂと
直交する壁体２ｃと、この壁体２ｃと対向配置され、該壁体２ａ、２ｂの上端部間を架け
渡すようにして設けられた支持梁２ｄとで囲まれた平面視矩形状の空間である。ここで、
支持梁２ｄの上面は、壁体２ａ、２ｂ、２ｃの上端面と面一に配置されている。
【００１９】
壁体２ａ、２ｂ、２ｃは、図１～図５に示すように、縦横の框材を矩形枠状に組み付け、
その内側に補強桟材を縦横に組み付けてなる枠体の表裏両面に合板等の面材を貼設するこ
とで構成される壁パネル３、３を連結して立設することによって形成されている。そして
、これら壁体２ａ、２ｂ、２ｃのうち対向する一対の壁体２ａ、２ｂは、上端部に接続用
切欠部６ａが形成された補助壁部６を該壁体２ａ、２ｂの中央部に配置させ、接続用切欠
部６ａを互いに向き合わせるようにして壁パネル３、３を連結して立設することによって
形成されている。
【００２０】
よって、壁体２ａ、２ｂの上端部には、壁体２ａ、２ｂの上端面と表面とに開口する凹部
７、７が形成されている。そして、この凹部７、７に後述する梁本体１ａがその上面１ｇ
を床パネル４の上面４ｅと面一になるようにして嵌め込まれている。
【００２１】
ここで、補助壁部６は、木材等で形成された長尺な部材であり、その部材幅６ｃが後述す
る梁本体１ａの幅１ｄと等しくなっている。また、壁体２ａ、２ｂのうち屋外側に配置さ
れた壁体２ａを外壁体２ａとし、この外壁体２ａを構成する壁パネル３を外壁パネル３ａ
とする。また、同様に、屋内側に配置された壁体２ｂを内壁体２ｂとし、内壁体２ｂを構
成する壁パネル３を内壁パネル３ｂとする。
【００２２】
梁１は、図１～図６に示すように、両端部１ｆ、１ｆが外壁体２ａおよび内壁体２ｂの凹
部７、７にそれぞれ固定された梁本体１ａと、この梁本体１ａの側面１５、２０に固定さ
れた受材１ｂ、１ｂとを備えている。
【００２３】
梁本体１ａは、木材等で形成された平面視矩形状の長尺な部材であり、両端部１ｆ、１ｆ
には、凹部７、７に対してそれぞれ上方に配置された切欠部１ｃ、１ｃが形成されている
。
【００２４】
受材１ｂは、梁本体１ａと同様の平面視矩形状の部材であって、外内壁体２ａ、２ｂの上
端面からの凹部７、７の深さ６ｂと、梁本体１ａの下面から受材１ｂの上面１０ｂまでの
長さ１ｅとが等しくなるように、梁本体１ａの両方の側面１５、２０にそれぞれ接着剤１
３と釘１１とによって固定されている。ここで、梁本体１ａが吹き抜け５に面する側面１
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５には、連結された２つの床パネル４の短辺の長さと同程度の長さに形成された受材１ｂ
が、内壁体２ｂ側から延在するようにして固定されている。また、側面１５と対向する他
方の側面２０には、床パネル４の長辺の長さと同程度の長さに形成された受材１ｂが、外
内壁体２ａ、２ｂ間を延在するようにして固定されている。
【００２５】
補強梁８は、図１および図２に示すように、平面視矩形状の長尺な木材等であって、梁本
体１ａと直交するようにして外壁体２ａの上端面に設けられている。そして、補強梁８の
一方の端部８ｇには屋外側の切欠部１ｃに係合する係合部８ａか形成されており、係合部
８ａが該切欠部１ｃに係合することによって、梁本体１ａの屋外側の端部１ｆを押さえて
いる。
【００２６】
そして、補強梁８の屋外側に配置された側面８ｂは、外壁パネル３ａの上端面に固定され
た胴差し１２に当接され、補強梁８の下端面８ｃは外壁パネル３ａの上端面に固定されて
いる。そして、補強梁８の上面８ｈが梁本体１ａの上面１ｇと面一になっている。また、
屋内側の切欠部１ｃには、図３および図６に示すように、マグサ８０の一方の端部８０ａ
が固定されており、このマグサ８０の他方の端部８０ｂは、内壁体２ｂに隣接した壁パネ
ル３３の上端面に固定されている。
【００２７】
床パネル４は、図２～図４に示すように、複数の框材４ａを矩形枠状に組み立て枠体４ｂ
を形成し、この枠体４ｂ内に補強桟材４ｃを縦横に取付け、枠体４ｂの上面に合板等の面
材４ｄを貼設したものである。そして、側面２０の受材１ｂの上面１０ｂと、外内壁体２
ａ、２ｂ、２ｃの上端面とには、連結された４つの床パネル４が支持されており、部屋５
０の上階の右側に床部４５が構築されている。また、側面１５の受材１ｂの上面１０ｂと
、支持梁２ｄの上面と、内壁体２ｂの上端面とには、連結された２つの床パネル４が支持
されており、部屋５０の上階の左側に吹き抜け５を有する床部４５が構築されている。
【００２８】
次に、本実施の形態における吹き抜け５を有する部屋５０の上階の床部４５の施工方法に
ついて図１～図６を参照して説明する。
まず、壁パネル３、３を連結し、外内壁体２ａ、２ｂと直交する壁体２ｃを立設するとと
もに、補助壁部６が壁体２ａ、２ｂの中央部に配置されるようにして、接続用切欠部６ａ
を互いに向き合わせ、壁パネル３、３を連結して外内壁体２ａ、２ｂをそれぞれ立設する
。次に、梁本体１ａと、側面１５に固定される受材１ｂと、側面２０に固定される受材１
ｂとを用意する。
【００２９】
そして、外内壁体２ａ、２ｂのそれぞれの凹部７、７に接着剤１３を塗布し、この凹部７
、７に梁本体１ａをその上面１ｇが床パネル４の上面４ｅと面一になるようにして嵌め込
み固定する。次に、梁本体１ａの側面１５に、凹部７、７の深さ６ｂと、梁本体１ａの下
端部からの長さ１ｅとが等しくなるようにして、受材１ｂを内壁体２ｂ側から延在するよ
うにして接着剤１３と釘１１とで固定する。また、同様にして、梁本体１ａの側面２０に
、受材１ｂを外内壁体２ａ、２ｂ間を延在するようにして固定する。
【００３０】
次に、屋外側の切欠部１ｃに補強梁８の係合部８ａを係合し、梁本体１ａの上面１０ｂと
補強梁８の上面８ｈとを面一にする。この際に、梁本体１ａと直交するようにして、補強
梁８の屋外側の側面８ｂを胴差し１２の当接し、補強梁８の下端面８ｃを外壁パネル３ａ
の上端面に固定する。また、マグサ８０の一方の端部８０ａを屋内側の切欠部１ｃに固定
し、このマグサ８０の他方の端部８０ｂを、壁パネル３３の上端面に固定する。そして、
支持梁２ｄの上面と壁体２ａ、２ｂ、２ｃの上端面とが面一になるようにして、支持梁２
ｄを外内壁体２ａ、２ｂの上端部間に設ける。
【００３１】
次に、側面１５の受材１ｂの上面１０ｂと、支持梁２ｄの上面と、内壁体２ｂの上端面と
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に２つの床パネル４をその上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面一になるようにして支持
させ、部屋５０の上階の左側に吹き抜け５を有する床部４５を構築する。また、側面２０
の受材１ｂの上面１０ｂと、壁体２ａ、２ｂ、２ｃの上端面とに４つの床パネル４を同様
にして支持させ、部屋５０の上階の右側に床部４５を構築する。
【００３２】
以上により、本実施の形態によれば、次のような効果が得られる。
▲１▼床パネル４は梁本体１ａの側面１５、２０に固定された受材１ｂ、１ｂによって支
持されているので、梁本体１ａの上面１ｇで床パネル４を支持している場合と比して、梁
本体１ａの下端部の位置が上方に配置され、梁本体１ａの下方に取付けられる天井部材を
さらに上方に配置することができる。
【００３３】
したがって、天井高が高い部屋５０を構築することができ、室内空間を広く感じさせるこ
とができる。また、床パネル４の上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面一になっているの
で、受材１ｂに支持された床パネル４の上面４ｅと梁本体１ａの上面１ｇとが平坦になり
、凹凸がない床部４５を構築することができる。したがって、床部４５の上面に絨毯やフ
ローリング等の床仕上げ材を凹凸が形成されることなく、平坦に敷き詰めることができる
。
【００３４】
▲２▼凹部７、７に梁本体１ａがその上面１ｇを床パネル４の上面４ｅと面一になるよう
にして嵌め込まれているので、外内壁体２ａ、２ｂの上端部間に床パネル４の上面４ｅと
面一なる梁１を部屋５０の中央部に設けることができる。また、凹部７、７の深さ６ｂと
、梁本体１ａの下面からの長さ１ｅとが等しくなっているので、受材１ｂの上面１０ｂと
、外内壁体２ａ、２ｂの上端面とが面一に配置され、床パネル４を受材１ｂの上面１０ｂ
と、外内壁体２ａ、２ｂの上端面とに水平に固定することができる。
【００３５】
▲３▼補強梁８の係合部８ａが屋外側の切欠部１ｃに係合することによって、梁本体１ａ
の屋外側の端部１ｆを押さえるので、外壁体２ａに梁本体１ａの屋外側の端部１ｆを強固
に固定することができる。また、補強梁８の上面８ｈが梁本体１ａの上面１ｇと面一にな
っているので、補強梁８の上面８ｈが床パネル４の上面４ｅと平坦なり、床部４５に凹凸
が生じることがない。
【００３６】
▲４▼受材１ｂが梁本体１ａの両方の側面１５、２０に固定されている部位では、梁本体
１ａの両方の側面１５、２０に床パネル４を固定することができ、上階の床部４５を支持
する壁パネル３や柱等を部屋５０の中央部に設ける必要がない。したがって、壁パネル３
等による間仕切りが形成されない部屋５０を構築することができる。また、受材１ｂが梁
本体１ａの一方の側面１５に固定されている部位では、受材１ｂが固定されている側面２
０にのみ床パネル４を固定することよって、部屋５０の左側の床部４５に吹き抜け５を設
けることができる。
【００３７】
▲５▼凹部７、７に梁本体１ａをその上面１ｇが床パネル４の上面４ｅと面一になるよう
にして嵌め込み固定することによって、外内壁体２ａ、２ｂの上端部間に床パネル４の上
面４ｅと面一なる梁１を部屋５０の中央部に設けることができる。そして、梁本体１ａの
側面１５、２０に、凹部７、７の深さ６ｂと、梁本体１ａの下端部からの長さ１ｅとが等
しくなるようにして、受材１ｂ、１ｂをそれぞれ固定することによって、床パネル４を受
材１ｂと外内壁体２ａ、２ｂとに水平に支持させることができる。よって、梁本体１ａの
下端部の位置は上方に配置されるので、梁本体１ａの下方に取付けられる天井部材を上方
に配置することができる。したがって、天井高が高い部屋５０を構築することができ、室
内空間を広く感じさせることができる。
【００３８】
そして、側面１５の受材１ｂの上面１０ｂと、支持梁２ｄの上面と、内壁体２ｂの上端面
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とに２つの床パネル４をその上面４ｅが梁本体１ａの上面１ｇと面一になるようにして支
持させることによって、部屋５０の上階の左側に吹き抜け５を有する平坦な床部４５を構
築することができる。また、側面２０の受材１ｂの上面１０ｂと、壁体２ａ、２ｂ、２ｃ
の上端面とに４つの床パネル４を同様にして支持させることによって、部屋５０の上階の
右側に平坦な床部４５を構築する。
【００３９】
【発明の効果】
請求項１記載の発明によれば、床パネルは受材によって支持されているので、梁本体の下
方に取付けられる天井部材を上方に配置することができる。したがって、天井高が高い部
屋を構築することができ、室内空間を広く感じさせることができる。また、床パネルの上
面が梁本体の上面と面一になっているので、凹凸がない床部を構築することができる。し
たがって、床部の上面に絨毯やフローリング等の床仕上げ材を凹凸が形成されることなく
、平坦に敷き詰めることができる。
【００４０】
　 、凹部に梁本体がその上面を床パネルの上面と面一になるようにして嵌め込まれて
いるので、壁体の上端部間に床パネルの上面と面一なる梁を設けることができる。また、
凹部の深さと、梁本体の下面からの長さとが等しくなっているので、受材の上面と、壁体
の上端面とが面一に配置され、床パネルを受材と壁体とに水平に固定することができる。
【００４１】
　請求項 記載の発明によれば、請求項 同様の効果を得られることは勿論のこと、補
強梁はその係合部を切欠部に係合することによって、梁本体の端部を押さえるので、壁体
に梁本体の端部を強固に固定することができる。また、補強梁の上面が梁本体の上面と面
一になっているので、床部に凹凸が生じることがない。
【００４２】
　請求項 記載の発明によれば、請求項１ と同様の効果を得られることは勿論の
こと、受材が梁本体の両方の側面に固定されている場合には、梁本体の両方の側面に床パ
ネルを固定することができ、床部を支持する壁パネル等を部屋内に設ける必要がない。し
たがって、間仕切りが形成されない部屋を構築することができる。また、受材が梁本体の
一方の側面に固定されている場合には、受材が固定されている側面にのみ床パネルを固定
することよって、部屋に吹き抜けを設けることができる。
【００４３】
　請求項 記載の発明によれば、壁体に梁本体の端部を固定した後、該梁本体の側面に受
材を固定することによって、該梁本体の側面に沿って、受材の上面に床パネルを支持させ
ることができる。よって、梁本体の下端部の位置が上方に配置され、梁本体の下方に取付
けられる天井部材を上方に配置することができる。したがって、室内空間を広く感じさせ
ることができる。そして、受材に床パネルをその上面が梁本体の上面と面一になるように
して支持させることによって、受材に支持される床パネルの上面と梁本体の上面とが平坦
になり、凹凸がない床部を構築することができる。したがって、床部を平坦に敷き詰める
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の一例を示すもので、梁本体と補強梁とが壁体に固定される
前の状態を示す分解斜視図である。
【図２】同、吹き抜けに面する床部の屋外側の支持構造を示す斜視図である。
【図３】同、建物の上階の床パネルが固定される前の状態を示す斜視図である。
【図４】同、建物の上階の床パネルが固定された状態を示す斜視図である。
【図５】同、図４中の床部の支持構造を示したＡ－Ａ線断面図である。
【図６】同、床部の屋内側の支持構造を示す斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　　　梁
１ａ　　　　　　梁本体
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また

２ １と

３ または２

４



１ｂ　　　　　　受材
１ｃ　　　　　　切欠部
１ｅ　　　　　　長さ（受材）
１ｆ　　　　　　端部（梁本体）
１ｇ　　　　　　上面（梁本体）
１０ｂ　　　　　上面（受材）
２ａ、２ｂ　　　壁体（外壁体、内壁体）
１５、２０　　　側面
４　　　　　　　床パネル
４ｅ　　　　　　上面（床パネル）
６ｂ　　　　　　深さ（凹部）
７　　　　　　　凹部
８　　　　　　　補強梁
８ａ　　　　　　係合部（補強梁）
８ｇ　　　　　　端部（補強梁）
８ｈ　　　　　　上面（補強梁）
４５　　　　　　床部

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(8) JP 3875069 B2 2007.1.31



【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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